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平成 29年度全国安全週間に向けて 
～7月 1日から7日を本週間、6月を準備期間として取組～ 

 

全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、

「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着

を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で90回目を迎えます。 

 

平成29年度 全国安全週間スローガン 

「組織で進める安全管理  みんなで取り組む安全活動 

 未来へつなげよう安全文化」 

 

愛知労働局並びに管下労働基準監督署では、この全国安全週間の準備期間及び本週間に次のよ

うな活動を実施します。 

１． 6月（準備期間）における活動 

 （１）安全週間説明会の開催 

１４の労働基準監督署ごとに、県内38会場で各地区労働基準協会等の協力を得て6月上

旬を中心に開催。出席見込約4900名 （開催予定詳細は [別紙１]参照） 

 （２） 労働基準監督署と各種団体等が連携し、職場パトロールの実施、安全大会の開催等 

 （３） 労働災害防止を重点とした立入指導の集中的な実施（約３３０件） 

  

２． 7月1日～7日（本週間）における活動 

 （１） 7月5日（水） 

① 安全衛生表彰式 （場所：日本特殊陶業市民会館フォレストホール） 

      県内の安全衛生管理の優良な事業場及び安全衛生に功績のあった個人を愛知労

働局長から表彰（別途広報予定） 

② 愛知産業安全衛生大会（愛知労働基準協会主催：①に引き続き開催） 

        県下の事業場から経営幹部・安全衛生担当者等1500名の出席を予定 

  （２） 7月６日（木） 

建設現場への愛知労働局長パトロール（場所等調整中） 

 

 

【照会先】 

愛知労働局労働基準部安全課 

安 全 課 長   三 好   了 

主任安全専門官   阪 野 英 之 

（電 話）０５２－９７２－０２５５ 

厚生労働省愛知労働局 Press Release 

愛 知 労 働 局 発 表 
平成 29 年 5 月 29 日（月） 



 
 
 (参考)    

「全国安全週間」 の主な取組  （添付パンフレット［第90回 全国安全週間］ 参照） 

① 全国安全週間の準備期間中（6月）に開催する安全週間説明会では、安全週間実施要綱

（P2～4）に基づく事業場が実施する安全のための取組を説明、安全意識の高揚を図る。 

特に、平成29年1月以降、死亡災害が増加している製造業、建設業を中心に基本的な安

全措置の徹底など災害防止の強化を呼びかける。（下表「愛知労働局管内死亡災害発生状況」

参照） 

② 小売業、社会福祉施設、飲食店において増加している労働災害の減少を図るため、本社

主体による「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」（P10）を展開。 

③ 転倒災害が依然として休業４日以上の死傷災害の中で最も多く発生している状況から、

全国安全週間の準備期間である6月を重点取組期間として、「STOP！転倒災害プロジェク

ト」（P11）を展開。４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動等による、転倒災害に結びつく

要因への対策の実施を働きかける。  

④ 熱中症予防対策について（添付パンフレット[熱中症を防ごう］参照  

初夏から残暑の時季まで、熱中症による死傷者が後を絶たないため、5月から9月まで

の間、「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開。 

 



別紙１ 
 

名古屋北署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

5 月 31 日 
メルパルク名古屋 

名古屋市東区葵

3-16-16 

建災防 名古屋北分会 
200名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎  

6 月 １ 日 小牧勤労センター 

多目的ホール 
小牧市字上末2233-2 

名北労働基準協会 
150名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 052-961-3655 

6 月 5 日 名古屋栄ビルディング 

１２階特別会議室 
名古屋市東区武平町5-1 

名北労働基準協会 
100名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 052-961-3655 

6 月 6 日 グリーンパレス春日井 

１階大会議室 

春日井市東野町字落合池

1-2 

名北労働基準協会 
100名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 052-961-3655 

名古屋南署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

6 月 ５ 日 
名古屋市工業研究所 

名古屋市熱田区六番

3-4-41 

名古屋南労働基準協会 
150名 

駐車場 有・無 

一般 PM ２ ： 00 開始 ☎ 052-651-9246 

6 月 ６ 日 
名古屋港湾会館 

名古屋市港区港町1-11 

 

名古屋南労働基準協会 
100名 

駐車場 有・無 

港湾 PM ２ ： ０0 開始 ☎ 052-651-1406 

6 月 ８ 日 
名古屋港湾会館 

名古屋市港区港町1-11 

 

港湾災防 名古屋支部 
150名 

駐車場 有・無 

一般 PM 1 ： ３0 開始 ☎ 052-651-9246 

6 月 1３ 日 
名古屋市工業研究所 

名古屋市熱田区六番

3-4-41 

建災防 名古屋南分会 
50名 

駐車場 有・無 

建設 PM 1 ： 30 開始 ☎ 052-242-4441 

名古屋東署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

６ 月 １ 日 
メルパルク名古屋 

名古屋市東区葵

3-16-16 

建災防 名古屋東分会 
２００名 

駐車場 有・無 

PM ３ ： ００ 開始 ☎ 052-871-9811  

６ 月 ６ 日 
名古屋市工業研究所４階 

名古屋市熱田区六番

3-4-41 

名古屋東労働基準協会 
１００名 

駐車場 有・無 

PM ２ ： ００ 開始 ☎ 052-882-3909 

６ 月 ７ 日 
東郷町商工会館２階 

愛知郡東郷町春木申下

1337-1 

名古屋東労働基準協会 
１００名 

駐車場 有・無 

PM ２ ： ００ 開始 ☎ 052-882-3909 

名古屋西署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

５ 月 ２５ 日 名古屋逓信会館 

４階ユニオンホール 

名古屋市西区牛島町５番

６号 

建災防 名古屋西分会 
１００名 

駐車場 有・無 

建 設 PM １ ： ３０ 開始 ☎ 052-531-1590 

６ 月 ７ 日 
名古屋市中村文化小劇場 

名古屋市中村区中村町 

茶の木２５ 

名古屋西労働基準協会 
１２０名 

駐車場 有・無 

一 般 PM １ ： ３０ 開始 ☎ 052-581-8086 

豊橋署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

6 月 1 日 ライフポートとよはし 

中ホール 

豊橋市神野ふ頭町3-22 

 

豊橋労働基準協会 建災防豊橋分会 
300名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0532-54-2131 

6 月 5 日 豊川市勤労福祉会館 

大研修ホール 

豊川市新道町１-１-３ 

 

豊橋労働基準協会 建災防豊橋分会 
200名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0532-54-2131 

6 月 8 日 蒲郡市民会館 

大会議室 

蒲郡市堺町3-30 

 

豊橋労働基準協会 建災防豊橋分会 
100名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0532-54-2131 

岡崎署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

5 月 31 日 幸田町民会館（あじさい

ホール） 

額田郡幸田町大字大草字

丸山60番地 

建災防 岡崎分会 
100 名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 15 開始 ☎ 0564-21-1681 

6 月 2 日 
岡崎市勤労文化センター 

岡崎市美合町字五本松68

番地12 

岡崎労働基準協会 
140名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0564-52-3692 

一宮署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

６ 月 ６ 日 名古屋文理大学文化フォ

ーラム 小ホール 
稲沢市正明寺３－１１４ 

一宮労働基準協会 
１５０名 

駐車場 有・無 

PM １ ： ３０ 開始 ☎ 0586-48-8495 

６ 月 １３ 日 
アイプラザ一宮 一宮市若竹３－１－１２ 

建災防 一宮分会 
９０名 

駐車場 有・無 

PM １ ： ３０ 開始 ☎ 0586-44-7711 

 

平成29年度 第90回全国安全週間署別安全週間説明会主催者・日程等一覧 



 

半田署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

6 月 2 日 
知多市民体育館 知多市緑町5 

（一社）半田労働基準協会 
100名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0569-21-4440 

6 月 5 日 
住吉福祉文化会館 半田市宮路町53 

（一社）半田労働基準協会 
150名 

駐車場 有・無 
 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0569-21-4440 

6 月 6 日 
大府市勤労文化会館 大府市明成町1-330 

（一社）半田労働基準協会 
100名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0569-21-4440 

6 月 9 日 
住吉福祉文化会館 半田市宮路町53 

建災防 半田支部 
100名 

駐車場 有・無 

AM 9 ： 50 開始 ☎ 0569-24-9805 

津島署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

６ 月 ８ 日 
津 島 市 文 化 会 館 

津島市藤浪町3丁目 

８９番地の１０ 

津島労働基準協会 
300名 

駐車場 有・無 

PM ２ ： ００ 開始 ☎ ０５６７－２６－４６０３ 

瀬戸署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

６ 月 ７ 日 
スカイワードあさひ 

尾張旭市城山町長池下

4517-1 

瀬戸労働基準協会 
１5０名 

駐車場 有・無 

PM ２ ： 00 開始 ☎ 0561-82-2575 

6 月 ２ 日 建災防愛知県支部瀬戸分

会(㈱加藤工務店内) 
瀬戸市中水野町2-679 

建災防 瀬戸分会 
30名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0561-48-6118 

７ 月 上旬  尾張旭商工会館 

2階講習会室 

尾張旭市東大道町原田

2570-3 

尾張旭商工会 
４０名 

駐車場 有・無 

AM 10 ： 00 開始 ☎ 0561-53-7111 

刈谷署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

6 月 5 日 
碧南商工会議所 碧南市源氏神明町９０ 

刈谷労働基準協会 
50名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0566-21-6337 

6 月 6 日 あいち産業科学技術総合

センター 

刈谷市恩田町１丁目１５

７番地１ 

刈谷労働基準協会 
150名 

駐車場 有・無 

 PM 1 ： 30 開始 ☎ 0566-21-6337  

6 月 7 日 
安城市文化センター 安城市桜町１７番１１号 

刈谷労働基準協会 
100名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 30 開始 ☎ 0566-21-6337  

西尾支署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

6 月 ７ 日 西 尾 市 文 化 会 館 

（小ホール） 
西尾市山下町泡原30番地 

西尾労働基準協会 
230名 

駐車場 有・無 

 PM 2 ： 00 開始 ☎ 0563－56－0244 

6 月 １５ 日 西 尾 市 文 化 会 館 

（会議室302） 
西尾市山下町泡原30番地 

建災防 西尾分会 
８0名 

駐車場 有・無 

 

PM ２ ： ３0 開始 ☎ 0563－56－3191 

江南署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

6 月 １ 日 江 南 市 民 文 化 会 館 

小ホール 
江南市北野町川石25-1 

江南労働基準協会 
125名 

駐車場 有・無 

PM 1 ： 45 開始 ☎ 0587-55-2341 

豊田署 
開 催 日 時 会   場 所  在  地 主催団体名・連絡先 参加期待数 備  考 

５ 月 ３１ 日 
豊田建設業協同組合会館 

豊田市八幡町3-21-1 

 

建災防 豊田分会 
100名 

駐車場 有・無 

年次総会後に開催 PM １ ： ３０ 開始 ☎ 0565-32-1152 

６ 月 １ 日 
つどいの丘 

豊田市西山中町清水口

133番地 

豊田労働基準協会 
５０名 

駐車場 有・無 
 

PM １ ： ３０ 開始 ☎ 0565-28-9411 

６ 月 ２ 日 高岡コミュニティーセン

ター 
豊田市高岡町長根51 

豊田労働基準協会 
１0０名 

駐車場 有・無 
 

PM ２ ： ００ 開始 ☎ 0565-28-9411 

６ 月 ６ 日 豊田市民文化会館小ホー

ル 
豊田市小坂町12-100 

豊田労働基準協会 
２00名 

駐車場 有・無 
 

PM １ ： ３０ 開始 ☎ 0565-28-9411 

 

 

※ 建災防：建設業労働災害防止協会（愛知県支部） 

港湾災防：港湾貨物運送事業労働災害防止協会（名古屋支部） 
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組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 

未来へつなげよう安全文化 
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愛知労働局 検索 



        第90回全国安全週間を迎えるにあたって 

愛知労働局長 木 暮 康 二 

 

 平成29年度の全国安全週間が、「組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へ

つなげよう安全文化」のスローガンの下、7月1日から7日までの間、全国的に展開されます。 

 全国安全週間は、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、産業界において「自主的な労働災害防止

活動の推進」と「安全意識の高揚と安全活動の定着」が図られることを目的として、昭和3年の初回以降

一度も中断することなく実施され、広く産業界へ安全の啓発の役割を担い続け、本年で 90回目を迎え

ます。 

 産業安全に関係する皆様方のご理解の下、各種安全管理活動を通して安全水準は着実に向上して

きていますが、なお多くの労働災害が発生しています。 

 愛知県における平成２８年の労働災害の発生状況をみますと、死亡災害は前年より被災者が５人減少

し、過去最少とはなったものの、依然 43人の尊い命が失われています。また、休業 4日以上の死傷災

害は増減を繰り返しながらも長期的には減少傾向にありますが、平成２８年は前年より１１人の増加

（0.2％増）となり、6,360人が被災されました。業種別の状況をみると、小売業、通信業、社会福祉施設、

において災害が増加しています。これらの要因としては、基本的な安全管理の取組が労働者に徹底さ

れていないことや、第三次産業においては、多店舗展開している店舗などに安全担当者が選任されて

いないなど、安全活動が低調となっていることなどが考えられます。このような状況を踏まえて今年度の

スローガンでは、事業場と本社による全社的な安全管理を進め、労働者一人ひとりの安全意識の高揚

を図り、安全な職場環境を継続的に形成するよう呼びかけています。 

労働災害を防止するため、愛知労働局においては平成 25年度からの 5か年を計画期間とする「第

12次労働災害防止推進計画」を定め、重篤度の高い労働災害を防止する重点対象業種として製造業

と建設業の 2業種を、また、労働災害発生件数を減少させるための重点対象業種として陸上貨物運送

事業、小売業、社会福祉施設、飲食店の 4業種を、それぞれ選定し計画的に各種対策を実施してきま

したが、今年度はその最終年度ということもあり、死亡や障害が残る重篤な災害を発生させないことを目

指して、よりいっそう安全行政を推進してまいります。 

特に、全産業での死傷災害においては、「転倒災害」の占める割合が一番多く、災害件数を減少させ

るためには転倒災害の防止が大きな課題となっているため、「STOP！転倒災害プロジェクト」を推進す

ることとしており、安全週間の準備期間である 6月を重点取組期間としていますので、皆様の事業場に

おいても整理整頓をはじめとして、転倒原因の排除等、転倒災害防止対策のための取組を実施される

ようお願いします。さらに、小売業、社会福祉施設、飲食店において増加している労働災害の減少を図

るため、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を展開していきます。 

また、愛知労働局では労働災害防止対策について災害発生プロセスに基づき検証を行うことで、どこ

までリスクの低減が図れるかを論理的に考え、より安全が確保される方策により、着実なリスク低減のた

めの措置を講じる「論理的な安全衛生管理」の考え方を広く周知し、その推進・定着を図る取り組みを進

めています。これは、災害のリスクを排除、低減するために効果的であると考えておりますので、安全週

間準備期間及び本週間を契機として、「論理的な安全衛生管理」の考え方をとり入れていただき、災害

減少に繋がる労働災害防止活動に積極的に取り組んでいただくようお願いします。 



平成29 年度全国安全週間実施要綱 

１ 趣旨 

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、

「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着

を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で90 回目を迎える。 

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労

働災害は長期的に減少し、平成28 年の労働災害については、死亡災害は２年連続で1,000 人を

下回る見込みである。 

しかしながら、休業４日以上の死傷災害（以下単に「死傷災害」という。）は前年より増加す

る見込みで、死亡災害についても平成28 年11 月から平成29 年２月まで４か月連続で前年同月

を上回っている状況である。これらの要因としては、基本的な安全管理の取組が労働者に徹底さ

れていないこと、第三次産業においては、多店舗展開企業等の傘下の店舗等に安全担当者がおら

ず、安全活動が低調となっていることなどが考えられる。 

このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図ることを決意して、平成 29 年度全国安

全週間は、以下のスローガンの下で取り組む。 

 

組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 

未来へつなげよう安全文化 

 

２ 期間 

平成29 年７月１日から７月７日までとする。 

なお、全国安全週間の実効を上げるため、平成 29 年６月１日から６月 30 日までを準備期間

とする。 

 

３ 主唱者 

厚生労働省、中央労働災害防止協会 

 

４ 協賛者 

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防

止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会 

 

５ 協力者 

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体 

 

６ 実施者 

各事業場 

 

７ 主唱者、協賛者の実施事項 

全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。 

（１）安全広報資料等の作成、配布を行う。 

（２）様々な広報媒体を通じて広報を行う。 

（３）安全パトロール等を実施する。 

（４）安全講習会等を開催する。 

（５）安全衛生に係る表彰を行う。 

（６）「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。 

（７）事業場の実施事項について指導援助する。 

（８）その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。 

 



８ 協力者への依頼 

主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。 

 

９ 実施者の実施事項 

安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。 

（１）全国安全週間及び準備期間中に実施する事項 

①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全

意識の高揚 

②安全パトロールによる職場の総点検の実施 

③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等

を通じた自社の安全活動等の社会への発信 

④労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼

びかけ 

⑤緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 

⑥「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施 

（２）継続的に実施する事項 

① 安全衛生活動の推進 

ア 安全衛生管理体制の確立 

（ア）年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備 

（イ）経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任 

（ウ）安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化 

イ 職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等 

（ア）経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇

入れ時教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施 

（イ）就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足 

（ウ）災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実 

（エ）労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認 

ウ 自主的な安全衛生活動の促進 

（ア）発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底 

（イ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・

ハット等の日常的な安全活動の充実・活性化 

エ リスクアセスメントの普及促進 

（ア）リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善 

（イ）ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質の

リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の推進（「ラベルでアクション」の取組

の推進） 

オ その他の取組 

（ア）安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承 

（イ）外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実 

② 業種の特性に応じた労働災害防止対策 

ア 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策 

（ア）全社的な労働災害の発生状況の把握、分析 

（イ）経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知 

（ウ）職場点検、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、危険の「見

える化」、ヒヤリ・ハット活動等の安全活動の活性化 

（エ）安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、安全意識の啓発 

イ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策 

（ア）荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用の実施 



（イ）積みおろしに配慮した積み付け等による荷崩れ防止対策の実施 

（ウ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の

実施 

（エ）トラックの逸走防止措置の実施 

（オ）トラック後退時の後方確認、立入制限の実施 

ウ 製造業における労働災害防止対策 

（ア）機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施 

（イ）作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施 

（ウ）鉄鋼業等の装置産業の事業場における老朽化設備の計画的な更新、優先順位を付け

た点検・補修等の実施 

エ 建設業における労働災害防止対策 

（ア）一般的事項 

a 建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保 

b 元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施 

c 足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、ハーネス

型安全帯の積極的な使用 

d 職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施 

（イ）東日本大震災及び平成28 年熊本地震に伴う復旧・復興工事の労働災害防止対策 

a 輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な

実施 

b 一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接

工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置 

オ 林業の労働災害防止対策 

（ア）チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適

切な作業方法の実施 

（イ）木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保 

③ 業種横断的な労働災害防止対策 

ア 転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト） 

（ア）作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消 

（イ）照度の確保、手すりや滑り止めの設置 

（ウ）危険箇所の表示等の危険の「見える化」の実施 

イ 交通労働災害防止対策 

（ア）適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施 

（イ）飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施 

（ウ）災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発 

（エ）飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼の実施 

ウ 非正規雇用労働者等に対する労働災害防止対策 

（ア）雇入れ時教育の徹底・内容の充実 

（イ）非正規雇用労働者を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化 

（ウ）派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施 

エ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン） 

（ア）ＷＢＧＴ値（暑さ指数）による適正な作業環境管理、作業管理の実施 

（イ）計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定 

（ウ）自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取 

（エ）熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を踏まえた健康管理 

（オ）熱中症予防に関する労働衛生教育の実施 



  

平成 28年愛知の労働災害発生状況 
死 亡 災 害 被 災 者 数 は 過 去 最 少 の 43 人 

 
１ 死亡災害の発生状況 
 

平成 28年の愛知県内における死亡災害は、過去最少を記録した平成 27年の 48人より 5人
少ない、43人となった。 
平成 28年の労働災害による死亡者数を業種別に平成 27年と比較すると、建設業が 18人か
ら 7人となりはじめて一桁となった。陸上貨物運送事業でも 9人から 7人と減少したが、製造
業では 7 人から 9 人に増加、商業でも 4 人から 6 人と増加した。これら 4 業種で死亡者数の
67％を占めている。 

 
（単位：人） 

年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 ２８年 

製 造 業 13 26 21 18 28 23 18 7 10 11 18 17 14 7 9 

建 設 業 26 33 29 19 29 21 25 10 16 13 12 16 19 18 7 

陸上貨物運送事業 14 21 11 12 11 5 12 15 10 11 8 10 4 9 7 

港湾荷役業 3 3 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 

商 業 9 11 7 14 11 7 7 4 6 4 4 3 7 4 6 

上記以外の業種 20 13 8 12 13 14 19 14 16 14 7 7 17 9 12 

全 産 業 85 107 77 75 95 71 82 50 58 53 49 54 61 48 43 
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２ 死傷災害の発生状況 

 平成 28年の愛知県内における労働災害による死傷者数（休業４日以上）は、6,360人であった。 
 労働災害による死傷者数は、平成 21 年には最少を記録し、それ以降 6,500 人前後を増減し推
移したが、平成 27年は平成 26年より 354人減少し、平成 21年に次ぐ少ない被災者数となった
ものの、平成 28年には前年比 11人増加となった。 

 業種別では製造業が 1,904 人と最も多く、災害発生件数全体の 30％を占めている。次いで、商業
が 906人（14％）、陸上貨物運送事業が 847人（13％）、建設業が 643人（10％）の順になっている。      

（単位：人） 

年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年  27年  ２８年 

製 造 業 2,923 2,903 2,924 2,791 2,743 2,705 2,429 1,974 2,119 2120 2,060 2,037 2,027 1,902 1,904 

建 設 業 1,084 995 973 951 981 840 834 703 677 701 627 711 712 668 643 

陸上貨物運送事業 967 1,095 995 968 1,038 1,007 958 768 847 874 905 913 876 904 847 

港 湾 荷 役 業 49 57 38 37 40 47 31 17 35 32 31 34 44 28 24 

商 業 957 857 874 920 929 873 975 926 937 970 911 862 1,068 886 906 

上 記 以 外 の 業 種 1,439 1,520 1,672 1,737 1,832 1,820 1,896 1,850 1,870 1,876 1,858 1,977 1,976 1,961 2,036 

全 産 業 7,419 7,427 7,476 7,404 7,563 7,292 7,123 6,238 6,485 6,573 6,392 6,534 6,703 6,349 6,360 

 

３ 事故の型別の発生状況 

死亡災害を事故の型別でみると、はさまれ・巻き込まれで 11人、墜落・転落が 8人 、交通
事故（道路）が 8人となっており、この 3つの型で 63％を占めている。 
なお，はさまれ・巻き込まれは平成 27年の 7人から 11人、墜落・転落は 6人から 8人の増
加となった。 
死傷災害を事故の型別でみると，転倒が 1,359 人（21％），墜落・転落が 1,085 人（17％），
はさまれ・巻き込まれが 898人（14％）、と 3つの型で半数以上を占めている。 
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４ 経験年数別、年齢別の発生状況 
平成 28年の死亡災害を被災者の経験年数別にみると、1年未満が 5人、1年以上 5年未
満が 7人で 5年以上 10年未満が 9人、10年以上 15年未満が 9人、15年以上 20年未満が
2人、経験年数 20年以上では 11人と、経験年数 10年以上の労働者が半数以上を占めてい
る。 
また、死亡災害を被災者の年齢別にみると、60歳以上 14人(32％)、50歳代 7人(16％)と

50歳以上の高年齢労働者が半数近くを占めている。 

   
５ 12次防重点業種の動向 （製造業・建設業・陸上貨物運送事業の 27年との対比） 

製造業の内のはさまれ・巻き込まれ災害、建設業の内の墜落・転落災害、陸上貨物運送事業

の内の墜落・転落災害の占める比率は以下のとおり（内円が平成 27年、外円が平成 28年） 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

労働災害の推移（愛知労働局） 

 

業種別・事故の型別発生状況 

 

 

第三次産業対策 
【目標】 
 小 売 業 死傷者数を20％以上減少 

○小売業の多店舗展開企業へ安全衛生管理体制の強化 

等の働きかけを行い、実効性のある活動を推進 
○社会福祉施設の認可権限を有する県市と連携を強化 

し、安全確保の手法を収集し活用を図る 
○飲食店の多店舗展開企業へ安全衛生管理体制の強化 

等の働きかけを行い、実効性のある活動を推進 

小売業 

社会福祉施設

飲食店 





 
 
 

～休業４日以上の労働災害で最も多い「転倒災害」防止を目指し、２月と６月を重点取組期間に設定～ 
愛 知 労 働 局 

 
 厚生労働省と労働災害防止団体は、平成 27 年に展開した「STOP！転倒災害プロジェクト
2015」の結果、速報値では、全国の転倒災害の件数は前年比で 2.8％の減少となるなど、一定
の成果が得られたところです。 
しかしながら、転倒災害は依然として休業４日以上の死傷災害の中で最も件数が多く、平成

29年までに休業４日以上の死傷災害を平成 24年比で 15％以上減少させることを目標とした第
12次労働災害防止計画の達成のためには、更に転倒災害減少への取組が必要となっています。 
こうした状況を踏まえ、転倒災害の多い 2月と全国安全週間準備期間である 6月を重点取組

期間として、「STOP！転倒災害プロジェクト」を恒常的な取組として実施します。各事業場に
おかれましても、実施要綱に記載する「実施者の実施事項」についてお取り組み願います。 
厚生労働省のホームページ（職場のあんぜんサイト）内に、「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェク

ト」特設サイトを開設しています。詳しくはこのサイトをご覧ください。 

「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」特設サイト： http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html  

実施者たる各事業場がこのプロジェクトで実施する事項（実施要綱から抜粋） 

１ 重点取組期間（6月）に実施する事項 
  職場巡視等により、転倒災害防止対策の実施（定着）状況の確認 

２ 一般的な転倒災害防止対策 
（１）作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消 
（２）４S（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水

濡れ、油汚れ等のほか台車等の障害物の除去 
（３）照度の確保、手すりや滑り止めの設置 
（４）危険箇所の表示等の危険の「見える化」の推進 
（５）転倒災害防止のための安全な歩き方、作業方法の推進 
（６）作業内容に適した防滑靴やプロテクター等の着用の推進 
（７）定期的な職場点検、巡視の実施 
（８）転倒予防体操の励行 

３ 冬季における転倒災害防止対策 
（１）気象情報の活用によるリスク低減の実施 
ア 大雪、低温に関する気象情報を迅速に把握する体制の構築 
イ 警報・注意報発令時等の対応マニュアルの作成、関係者への周知 
ウ 気象状況に応じた出張、作業計画等の見直し 

（２）通路、作業床の凍結等による危険防止の徹底 
ア 屋外通路や駐車場における除雪、融雪剤の散布による安全通路の確保 
イ 事務所への入室時における靴裏の雪、水分の除去、凍結のおそれのある屋内の通路、

作業場への温風機の設置等による凍結防止策の実施 
ウ 屋外通路や駐車場における転倒災害のリスクに応じた「危険マップ」の作成、関係

者への周知 
エ 凍結した路面、除雪機械通過後の路面等における荷物の運搬方法、作業方法の見直し 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html


交通労働災害を防止するために交通労働災害を防止するために
⾃動⾞などの運転業務に労働者を従事させている事業者の皆さまへ

交通労働災害は、労働者による死亡災害の約２割を占めています。さまざまな業種に携わる労働者に
起きており、ひとたび被災すると重大な災害につながるおそれがあります。
交通労働災害を減らすためには、トラックやバス・タクシーの運転業務に従事するドライバーだけでなく、
移動や送迎、配達などのために⾃動⾞・バイク・原動機付⾃転⾞の運転業務に労働者を従事させる
すべての事業者が安全への取組を⾏う必要があります。交通労働災害防止のためのガイドラインに基
づく対策を進めるほか、視認性の向上や季節・天候などへの配慮も必要です。

交通労働災害の４割以上が顧客先の訪問中など第三次産業で、約２割が労働者の送迎中など建
設業で発生しており、交通運輸業でない労働者の皆さまにも、対策が必要です。

交通労働災害の６割以上は運輸交通業以外で発生！

すべてのドライバーを交通労働災害から守るために

☑ ⼆輪⾞運転対策
・「安全ベスト」、「ヘルメット」の着用を
徹底する。
・雨天時のマンホールなどの上でのスリップや
巻き込み事故など、⼆輪⾞運転時の危険性
などについて教育する。

☑ 視認性向上
・視認性向上のため、早朝、夕方早めの点灯を
励⾏。

☑ 季節・天候対策
・積雪や路⾯凍結などについて、 「急ハンドル」
「急ブレーキ」等急の付く動作やスピードの出
しすぎに対して注意喚起する。

☑ 適正な労働時間等管理・⾛⾏管理
・⾛⾏の開始・終了や経路の計画を作成する。

☑ 教育の実施
安全衛生教育を実施する。
・十分な睡眠時間の必要性の理解
・飲酒による運転への影響の理解
・交通危険予知訓練による安全確保
・交通安全情報マップによる実態把握

☑ その他
・管理者を選任し、目標を定める。
・健康診断や面接指導などの健康管理を⾏う。
・異常気象等の場合、安全確保のため⾛⾏中止や
一時待機など、必要な指⽰を⾏う。
・⾃動⾞を点検し、必要に応じて補修を⾏う。

☑ 交通労働災害防⽌の意識高揚
・ポスターや標語を掲示して、安全について常 に
意識させる。

☑ 点呼の実施
・疲労、飲酒などで安全な運転ができないおそれ
がないか、乗務開始前に点呼によって確認する。
☑ 荷役作業を⾏わせる場合
・身体負荷の減少のため、必要な用具を備付け
る。
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毎年、梅⾬明けの時期になると⽇差しが急に強くなり、急激な環境温度の変化に

身体が対応しきれずに、全国的に熱中症が発生しています。愛知県内では就業中の
熱中症により、過去１０年間で１６人、平成２８年には１人が死亡しています。 
熱中症を防ぐためには、関係者が熱中症に対する⼗分な認識を持つことが重要で

す。また、暑さによるふらつき、疲労の蓄積等により、熱中症以外の労働災害を発
生させるおそれもあることから注意が必要です。 

■ 愛知における年別熱中症発⽣状況【休業4日以上の労働災害】 

発⽣年 休業 死亡 合計 
平成19年 21 2 23 
平成20年 19 1 20 
平成21年 8  8 
平成22年 39 3 42 
平成23年 30 1 31 
平成24年 33 1 34 
平成25年 39 3 42 
平成26年 17  17 
平成27年 19 4 23 
平成28年 29 1 30 
合 計 254 16 270 

＊平成２8年データは速報値。 

熱中症は、暑熱な場所での作業に従事し始めてから数日の間を中心に、屋内外を
問わず発生しています。特に屋内であっても、空調設備のない屋内作業場や通風の
不⼗分な倉庫などで⽇照による室温上昇を招く環境下では、⽇差しが強くなる春先
からでも発生しています。 
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衣服を脱がせ、全⾝に冷⽔をかけて⾵を送るなどあらゆる⽅法で⾝体を冷却し、意識や
呼吸状態を確認しつつ一刻も早く病院に搬送します。 
 
 
 
 
 
 
 

もし、氷やアイスパックがあれば、首、わきの下、もものつけねなど、
太い⾎管の上を冷やすのが効果的です。 

Ⅲ度 

 
１ 熱中症が発生したら 

 
万一、熱中症が起こったら、まず、救急⾞を呼び涼し
い場所で、衣類をゆるめて安静にさせ、スポーツドリン
クを与えます。 
但し、意識がない場合や朦朧としている場合には無理に⽔分
を摂らせようとすると気管支や肺に水分が入り危険なことが
ありますので、注意して下さい。 
 
死亡例をみると、 

 医師に⾒てもらわなかった例 
 具合の悪い労働者を⼀⼈で放置した例 
などが多くみられます。症状が軽いからといって、現場休憩
をしていると、症状が悪化し手遅れになることがあります。 
躊躇せずに早めに医療機関で受診させて下さい。また、熱中
症と思われる労働者を決して一人で放置しないで下さい。 

症状別 救急措置法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なるべく早く水分・塩分を 
与えます。 

Ⅰ度 
足を高く上げて寝かせ、手足の先から 
中心部に向けてマッサージし、 
医療機関に早めに受診 
させます。 
 
 
 
 
このとき同⾏者は仕事内容や発症の経過につい
てよく説明して下さい。 

Ⅱ度 

⾃⼒で⽔を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請しましょう！ 
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２ 熱中症を予防するために 
 

熱中症を予防するために特に重要な事項は、下記のとおりです。 
（より具体的な内容については、P６〜P８を参照して下さい。） 

① ＷＢＧＴ値や気温の予報値、実測値をもとに作業計画を⽴て、管理を⾏うこと。 
② 休憩場所を設け、こまめに休憩を取ること。 
③ 水分と塩分をこまめに補給すること。 
④ 作業者が熱に順化（熱に慣れて適応すること）する期間を確保すること。 
⑤ 睡眠不⾜、体調不良等により熱中症が発生しやすくなるおそれがあることから、
日頃より健康管理を⾏うこと。 

水分や塩分の補給のしかた 
熱中症予防のためには、こまめに水分と塩分を補給することが重要です。特に、作業の開始
前からの補給が⼤切です。また、⽔だけの補給ですと塩分不⾜で熱けいれんを起こすことがあ
ります。そこで、少し塩分が入った水(0.1〜0.2%の食塩水)を飲むのがよいと言われています。 
 さらに、若⼲の糖分も同時に補給すると持久⼒が向上します。市販のスポーツドリンクを⽤
意し、作業開始前や休息時など定期的に飲ませるようにするのが現実的な対策でしょう。 
 脱水症状を起こしかけていても本人は気づかないことが多いので、作業に取りかかる前には
例え喉が渇いている⾃覚がなくても⼗分に⽔分、塩分を補給するようにしましょう。 

 

３ 熱中症とは 
 

熱中症は、暑熱環境に適応できず、体温調節や循環機能などの働きに障害が起こる病気の総称
です。発症の経緯は、次のようなものがあると言われています。 

• 多量の発汗によって体内の⽔分や塩分バランスが崩れ、筋肉組織や循環機能に障害
が起こる。 

• 高温多湿、無風状態に近い環境等の影響で、汗をかいても体温の発散ができず、体
温上昇が起こる。 

また、症状などにより次のように分類されます。 

Ⅲ 度 
身体の体温調節機能が急激に破綻するこ
とによって発症する。 
体温の異常上昇、意識障害、けいれん、
手足の運動障害などの症状が現れ、死
亡することも稀でない。 

重 
症 
度  

大 

Ⅱ 度 

いわゆる脱⽔症状（⽔と塩分の強度の喪失）によって発症する。 
初期には、激しい喉の渇き、尿量の減少があり、 
頭痛、気分の不快、 
吐き気、倦怠感、 
嘔吐、虚脱感など 
の症状が現れる。  

重 
症 
度  

中 

Ⅰ 度 
⼤量に汗が出る環境にいて⽔だけを補給した場
合、血液中の塩分が急激に薄まり発症する。 
作業中や作業後2〜3時間のうちに、痛みを伴う
めまい、失神、筋⾁痛、筋⾁の硬直、⼤量の発汗
を訴えるようになる。 

重 
症 
度  

小 

急に暑くなった日は特に注意！ 
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４ 気象データと熱中症の関係 
 

■ 気温に注意し簡易な予測を 
熱中症の発生予測は、決して難しいことではあり
ません。右表をみると、最高気温が高まるにつれ、
熱中症が多発する傾向にあることが分かります。
日々慣れ親しんでいる気温に注意を向けるだけで
簡易な予測は⼗分に⾏えると言えます。 

 

■ 暑さ指数(WBGT値)による正確な予測を 
熱中症の発生には気温の他、湿度や輻射（放射）
熱等も影響しています。より正確な予測を⾏うた
めには、これらを取り入れた暑さ指数（WBGT値）
によることが有効です。 

 
 

【参考】 WBGT基準値の表 

区 分 作 業 の 例 WBGT基準値（℃） 
A B 

0 安静 安静 33 32 

1 低代謝率 楽な座位・軽い作業・手と腕の作業・腕と足の作業・
⼩さい⼒の道具の機械など 30 29 

2 中程度代謝率 釘打・草むしり・果物や野菜を摘む・建設⾞両の操
作・⼿押⾞を押す作業など 28 26 

3 ⾼代謝率 重い物の運搬・大ハンマー作業・草刈り、コンクリ
ートブロックを積む作業など 

C D C D 
25 26 22 23 

4 極⾼代謝率 斧をふるう・激しいシャベル作業・階段を登る・走
るなど 23 25 18 20 

A：熱に順化している人 B：熱に順化していない人 
C：気流を感じないとき D：気流を感じるとき 

 暑さ指数（ＷＢＧＴ値）とは 
 ＷＢＧＴ※（Wet-Bulb Globe Temperature：湿球⿊球温度（単位：℃））値は、乾球温度、湿球温度およ
び⿊球温度により次の式で算出され、暑熱環境による熱ストレスの評価を⾏う「暑さ指数」といえるものです。 

[1] 屋内、屋外で太陽照射のない場合（日かげ） 
ＷＢＧＴ値 ＝ 0.7×⾃然湿球温度 ＋ 0.3×⿊球温度 

[2] 屋外で太陽照射のある場合（日なた） 
ＷＢＧＴ値 ＝ 0.7×⾃然湿球温度 ＋ 0.2×⿊球温度 ＋ 0.1×乾球温度 

ＷＢＧＴ値は、気温、湿度、輻射(放射)熱から算出される暑さ指数で、熱中症予防のために運動や作業の強
度に応じた基準値が定められています。 
「環境省熱中症予防情報サイト」で、観測値と予想値を閲覧できます。 

※ ＷＢＧＴは、YaglouとMinard（アメリカ）により1957年に提唱されたものです。 

 その他、ＷＢＧＴ値の測定方法は、平成 17年７⽉ 29日付け基安発第 0729001号「熱中症の予防対
策におけるＷＢＧＴの活用について」を参照して下さい。 

最高気温  
熱中症発生件数 
死亡 休業 

38  1 14 
37  3 17 
36  2 20 
35  2 15 
34  1 26 
33  0 11 
32  0 7 
31  0 4 
30  0 10 
29  0 3 
28  0 4 
27  0 3 
26  0 1 

愛知県 
過去５年の外気温と熱中症発症数の関係 

＊平成２８年データは速報値。 
＊最高気温は名古屋地方気象台データに基づく。 
熱中症発生日の最高気温による統計であり、 
発生場所の気温との関係を表していません。 

多
発
傾
向 

高
い 

低
い 
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■ 作業現場の気温や暑さ指数（WBGT値）の実測を 
気温は気象台等から、暑さ指数（WBGT値）はインターネット等で、予想値が提供されて

います。まずは予想値を参考にすることが重要です。 
しかし気温も暑さ指数（WBGT値）も、実際の作業現場の方が予想値よりも高い、あるいは

低いという場合がほとんどです。適切な管理のためには作業現場の実態を把握することが必要
です。作業現場にできるだけ WBGT測定器を備え、これが難しい場合には少なくとも温度計
を備えて予測と管理を⾏うようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 
■ 熱への順化期間を考慮しましょう！ 

時期・温度と熱中症発⽣件数の関係（愛知県・過去５年） 
 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

38℃         2 4  9    
37℃       3 3 1 7 3 3    
36℃    1   1 1 11 3 4 1    
35℃        3 1 6 6  1   
34℃        3 5 7 10 2    
33℃        2 3 1  4 1   
32℃   1    1 3   1  1   
31℃     1  2  1       
30℃      4 1 2 1   1  1  
29℃     1  1  1       
28℃ 1 1     1     1    
27℃  1      1   1     
26℃       1         

＊平成２８年データは速報値。 

7月上旬から8⽉下旬へと時期が進むにつれ、低い温度での熱中症発症件数は減っていきま
す。8⽉下旬頃には低い温度での発症が少なくなり、高温での発症が大多数となります。  
これは、作業者が熱に順化（熱に慣れて適応すること）することによるものと考えられます。 
このように時期により、作業者の順化の度合いは異なります。梅⾬から夏季になる時期など

急に暑くなった場合には、低い温度でも熱中症が多発することに⼗分注意しましょう。また、
暑熱な場所での作業をしていなかった作業者が新たに作業に従事するような場合も同様に順
化期間（熱に慣れ、当該環境に適応させるために計画的に設ける期間）が必要となりますので、
配慮しましょう。 

できるだけ 
WBGT測定器 
を備えましょう。 難しい場合は 

少なくとも 
温度計を！ 
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事業者 
が取り組むべき事項（例） 

 
 

WBGT測定器や温度計の備え付け等（作業環境管理） 
 作業場の WBGT値や気温を実測し、まずは現場の実態を把握することが重要です。これ
らの測定のために必要な器具を備えるようにしましょう。また、実測値が WBGT基準値を
超えるような作業場所について、冷房、屋根、熱の遮蔽物の設置等により WBGT値の低減
を図ることが最も本質的な対策です。はじめにこれを検討した上で下記の対策に取り組みま
しょう。なお、散⽔については、散⽔後の湿度の上昇に注意しましょう。 

休憩場所の整備等（作業環境管理） 
 作業場内や近隣に、休憩できる涼しい場所を設けるようにしましょう。可能であれば冷房
を備え、屋外の場合には日陰などの涼しい休憩場所を確保する等の方法が現実的です。   
 また、体調を崩した際の救急措置に備え、臥床することのできる広さを確保し、氷や冷た
いおしぼり等の⾝体を適度に冷やすことのできる物品や設備を設けることが望まれます。 

水分、塩分補給のための整備（作業環境管理） 
 熱中症の予防のためには、こまめに水分と塩分を補給することが重要です。但し、水だけ
の補給ですと塩分不⾜で熱けいれんを起こすことがあります。そこで、少し塩分が⼊った⽔
(0.1〜0.2%の食塩水)を飲むのがよいと⾔われています。さらに、若⼲の糖分も同時に補給
すると持久⼒の向上効果があります。休憩場所に市販のスポーツドリンク（ナトリウム 40
〜80mg/100ml）を用意しておく等の対策が有効です。 
 また、水分や塩分は、自覚症状の有無に関わらず、定期的な補給が⼤切です。１日の作業
の前後や休息時等、定期的に補給が⾏えるよう配慮しましょう。 
 さらに、点検表や巡視により、作業者の水分、塩分の補給状況を確認し、摂取の徹底を図
るようにしましょう。 

健康診断結果の把握と対応（健康管理） 
 糖尿病、⾼⾎圧症、⼼疾患、腎不全などは、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあると
言われています。治療中の労働者を含め、定期健康診断で、これらの疾患にかかわる項目に
所⾒が認められる作業者については、産業医・主治医などの意⾒を勘案して、必要に応じて、
就業場所の変更、作業の転換などの適切な措置を講ずるようにしましょう。 

熱への順化期間の確保（作業管理） 
 梅雨から夏季になる時期など急に暑くなった場合、作業者が熱に順化（熱に慣れて適応す
ること）していないために熱中症を発生するケースが非常に多くみられます。作業場のＷＢ
ＧＴ値や気温が急に上昇したときは、休憩を多めに設定するなどし、作業時間を徐々に増や
し、体を慣れさせる期間を設けるようにしましょう。また、高温多湿作業場所での作業をし
ていなかった作業者が新たに作業に従事するような場合も同様に順化期間（熱に慣れ、当該
環境に適応させるために計画的に設ける期間）が必要となりますので、配慮しましょう。 

1 

2 

3 

4 

5 
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事業者 
が取り組むべき事項（例） 

 
 

作業時間の短縮、休憩時間の確保（作業管理） 
 作業場のＷＢＧＴ値や気温が高くなると予想される日は、高温多湿作業場所での作業をで
きるだけ短縮するよう配慮しましょう。別作業に振り替えて、高温多湿作業場所での作業を
避ける、あるいは作業開始や終了時間を調整する等の対策も考えられます。 
 また休憩は作業者にまかせて取らせるのでなく、休憩時間をしっかり設け、その間確実に
休憩を取れるようにしましょう。ＷＢＧＴ値や気温が高くなると予想される日は、休憩時間
を増やすよう特に配慮しましょう。 

作業の服装等（作業管理） 
 作業服は、熱を吸収する服装、保熱しやすい服装は避け、透湿性・通気性の良い服装とし、
直射⽇光下では通気性の良い帽⼦等を着⽤させるようにしましょう。また、作業内容に合わ
せ、⾝体を冷却する機能を持った服の配布にも配慮しましょう。 

作業者への教育（労働衛生教育） 
 熱中症対策を適切に進めるためには、管理者だけでなく各作業者が知識を持つことが重要
です。本パンフレットを参考に、熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急処置、熱
中症の事例等について教育を⾏うようにしましょう。特に、⾝体に異常を感じた時にはすぐ
に申し出るよう、十分に教育しましょう。 

作業場の管理等（管理体制） 
 管理者を定め、上記の各事項の管理に取り組みましょう。WBGT値や気温の実測値に基づ
き当日の作業時間や休憩時間を定め、これに沿って作業者の時間管理等を⾏いましょう。 
作業開始前に、睡眠不⾜、体調不良、前日などの飲酒、朝食の未摂取等の状況や感冒など

による発熱、下痢等による脱⽔等の症状が顕著にみられる作業者については、作業場所の変
更や作業転換等を⾏いましょう。 
さらに、作業中は、巡視を頻繁に⾏い、作業者の健康状態を確認し、熱中症の兆候が表れ

た場合においては、速やかに作業の中断などの必要な措置を講じるようにしましょう。 
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⻑時間続く暑熱な業務を他の業務に振り替えた事例 

事務所での 
⼊⼒業務 

長
時
間 

長
時
間 

長
時
間 

WBGT値 WBGT値 
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作業者 
が取り組むべき事項（例） 

 
 

⽇々の健康管理 
 熱中症の予防のためには、⽇々の健康管理が最も重要です。次の事項に留意し、健康管理
に努めましょう。 
・夜更かしによる睡眠不⾜を避け、睡眠時間を⼗分に確保しましょう。 
・朝食は必ず取るようにしましょう。 
・飲酒は適量に控えましょう。就寝前や起床後には、少なくともコップ1杯程度の水分を
摂りましょう。 

適切な休憩 
 仕事に集中するあまり「終わるまで…」、「⼀段落つくまで…」と、つい無理をしてしまい
がちです。例え作業途中であっても休憩時間には作業を中断し、確実に休憩を取りましょう。
また、管理者から休憩を指⽰された場合には、⾃分の判断で作業を続けず、指⽰に従いまし
ょう。 

水分、塩分補給 
 熱中症の予防のためには、あらかじめ水分、塩分を摂っておくことが重要です。喉が渇い
てから摂っていては手遅れになる場合があります。１日の作業開始前や休息時等、作業に取
りかかる前には、例え喉が渇いている⾃覚がなくても⼗分に水分、塩分を補給するようにし
ましょう。 

体調の悪さを感じたらすぐに申し出る 
 体調の悪さを感じても「少し休めば⼤丈夫」と、つい無理をした結果、重篤な症状となっ
たケースが非常に多くあります。兆候を感じたらまずは管理者に申し出るようにし、⾃分で
判断することは避けるようにしましょう。 
 
 
  

 
 

論理的な安全衛⽣管理の 
推進・定着 
未来の確かさは、論理的な安全衛⽣管理によって実
現されます。 
経験や感覚だけでなく、科学的な根拠を伴った調査
を継続し、安全衛⽣管理を深化させましょう。 
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本パンフレットについて不明な点がありましたら、愛知労働局 健康課 
（052）972-0256又は所轄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 

平成29年作成 

 


